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令和８年度現地水防活動訓練の実施について 

 
 

本格的な出水期を迎えるにあたり、職員の災害対応能力の向上を図るため、風

水害を想定した現地水防活動訓練を下記のとおり実施いたします。 

 

 

記 

 

１．日 時   令和８年５月２８日（木）10 時～12 時 

 

２．場 所   菅野終末処理場（東菅野 2-23-1） 

   

３．訓練内容  ①エンジンポンプの運転 

        ②道路交通規制 

        ③土のう作成・積み上げ 

        ④ドローンを活用した情報収集 

 

４．その他 

・訓練の詳細は、別紙実施要領をご確認ください。 

  ・気象警報が発表された場合、震度４以上の地震が発生した場合、 

   その他突発事案が発生した場合は訓練を中止とします。 

         

 

 

【問い合わせ】 

                      危機管理室 地域防災課 

課長 土屋 昌之 

                 TEL 047-704-0065 

 



令和8年度 現地水防活動訓練 実施要領 令和8年５⽉
下⽔道部

１．⽬的
・市川市は過去幾度も台⾵等により甚⼤な⽔害に⾒舞われてきた。
治⽔対策は進んでいるものの、近年の地球温暖化による異常気象
に対する⼤規模⽔害から市⺠の⽣命と財産を守ることが喫緊の
課題となっている。

・本格的な台⾵シーズンを迎えるにあたり、職員の災害対応能⼒を
向上させることを⽬的に現地⽔防活動訓練を実施するもの。

２．⽇時
・令和８年５⽉28⽇（⽊）10時00分〜12時00分
※⾬天等による延期の場合は、当⽇、危機管理室より連絡

３．場所
・菅野終末処理場（現地9時40分集合）

４．訓練内容
①エンジンポンプの運転 （下⽔道部）
②道路交通規制 （道路交通部）
③⼟のう作製・積み上げ（消防局）
※上記訓練は３班に分かれ３つの訓練をローテーションで全て実施
④ドローンによる情報収集（消防局・危機管理室）

５．参加者
①被災市街地対応本部（3@4部＝12名）
・街づくり部・道路交通部・下⽔道部・環境部
②災害６班（3@6班＝18名）
・スポーツ部・市⺠部・教育振興部・こども部・⽂化国際部・⾏徳⽀所
③消防局（16名）
④危機管理室（3名） 計４９名

【注意事項】
・防災服・ヘルメット・安全靴・軍⼿を着⽤すること
・各災害班にて反射ベスト・停⽌棒を⽤意すること
・管理棟⽞関前の駐⾞場・駐輪場は使⽤しないこと
・駐⾞可能台数に限りがあるので乗り合わせや⾃転⾞を利⽤すること
・訓練実施場所には更⾐室はありません ⾞両出⼊⼝ ③⼟のう

②交通規制

①エンジンポンプ

集合場所

駐⾞場・駐輪場

訓練イメージ
①エンジンポンプ ②交通規制 ③⼟のう

ホースの脱着
エンジン始動
運転調整

⼟のうの作成
積み上げバリケード設置

全⾯通⾏⽌規制
⽚側通⾏規制

④ドローン
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